
田
原
市
観
光
事
業
者
等

提
案
事
業
補
助
金１

０
０
２
１
１
４

対
象
：
市
内
在
住
ま
た
は
事
業
所

が
あ
る
個
人
お
よ
び
事
業
者
が
３

名
以
上
で
組
織
す
る
団
体　
対
象

事
業
：
観
光
誘
客
や
シ
テ
ィ
セ
ー

ル
ス
促
進
の
た
め
の
催
事
、
観
光

客
の
利
便
向
上
や
観
光
に
関
す
る

人
材
育
成
の
た
め
の
調
査
、
研
究

お
よ
び
研
修
な
ど　
募
集
期
限
：

５
月
31
日（
木
）　
採
択
決
定
：
６

月
中
旬　
事
業
開
始
：
補
助
金
交

付
決
定
後
事
業
着
手　

▼
商
工
観
光
課

☎
23‐３
５
２
２

22‐３
８
１
７

国
民
健
康
保
険
へ
の
届
け
出

を
お
忘
れ
な
く 

１
０
０
１
１
５
６      

▪
国
民
健
康
保
険
か
ら
新
し
い
保

険
に
変
わ
っ
た
方　

　
就
職
や
結
婚
な
ど
に
よ
り
、本
市

の
国
民
健
康
保
険
か
ら
新
し
い
保

険
に
変
わ
っ
た
方
は
、国
民
健
康
保

険
の
喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

持
ち
物
：
①
国
民
健
康
保
険
の
保

険
証
②
新
し
い
保
険
証
③
個
人
番

号
が
分
か
る
も
の
（
い
ず
れ
も
喪

失
す
る
方
全
員
の
も
の
）
④
認
め

印
（
世
帯
主
以
外
が
届
け
出
を
行

う
場
合
）
⑤
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

▪
離
職
な
ど
に
よ
り
現
在
ど
の
健

康
保
険
に
も
加
入
さ
れ
て
い
な
い
方

　
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
が
必

要
で
す
。

持
ち
物
：
①
健
康
保
険
の
資
格
を

喪
失
し
た
証
明
ま
た
は
退
職
日
が

分
か
る
書
類
②
個
人
番
号
が
分
か

る
も
の
③
認
め
印（
世
帯
主
以
外

が
届
け
出
を
行
う
場
合
）④
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の（
運
転
免
許

証
な
ど
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

国
民
年
金
の
手
続
き
に
は
個

人
番
号
が
必
要
で
す    

 

１
０
０
０
８
３
６

　
国
民
年
金
第
１
号
取
得
や
国
民

年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
、
老

齢
基
礎
年
金
の
請
求
時
に
個
人
番

号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が
必
要
で

す
。
個
人
番
号
の
分
か
る
も
の
を

お
持
ち
い
た
だ
き
、
各
種
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
：
国
民
年
金
第
１
号
取
得
や

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除・猶
予
、

老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
な
ど
を
さ

れ
る
方　
持
ち
物
：
個
人
番
号
の

分
か
る
も
の
、年
金
手
帳
、印
鑑
な

ど　
申
込
：
直
接
ま
た
は
年
金
事

務
所
に
て

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

税

固
定
資
産
税　
課
税
明
細
書

の
送
付　
　

１
０
０
２
７
６
６

　

５
月
中
旬
に
固
定
資
産
税
の
納

税
通
知
書
と
併
せ
て
、
お
持
ち
の

土
地
と
家
屋
の
課
税
明
細
書
を
郵

送
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
１
０

23‐０
１
８
０

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

１
０
０
０
７
８
２

対
象
：
①
一
定
の
障
害
の
あ
る
方

が
運
転
す
る
場
合
②
一
定
の
障
害

の
あ
る
方
と
生
計
を
と
も
に
し
て

い
る
方
が
運
転
す
る
場
合
③
一
定

の
障
害
の
あ
る
方
の
み
の
世
帯
の

た
め
、
常
時
介
護
者
が
運
転
す
る

場
合　
申
請
場
所
：
税
務
課
、
市

民
生
活
課
（
渥
美
支
所
）、
赤
羽

根
市
民
セ
ン
タ
ー　
申
請
期
限
：

５
月
31
日
（
木
）

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
１
０

23‐０
１
８
０

自
動
車
税・軽
自
動
車
税
の

納
税
は
５
月
31
日（
木
）ま
で

　
対
象
の
方
へ
５
月
中
旬
ま
で
に

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
５
月
31
日
（
木
）
ま
で
に
納

税
通
知
書
に
記
載
し
て
あ
る
金
融

機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
登
録
者
は
指
定
口
座

か
ら
引
き
落
と
し

▼
東
三
河
県
税
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）35‐６
１
３
０

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
１
０

23‐０
１
８
０

国
民
健
康
保
険
税１

０
０
３
５
４
６

▪
仮
徴
収
分
の
納
税
通
知
書
の
送
付

　
仮
徴
収
分
の
税
額
は
、
前
年
の

所
得
額
な
ど
が
確
定
し
て
い
な
い

た
め
、
暫
定
の
税
額
を
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
各
納
期
の
税
額
は

表
の
と
お
り
で
す
。

▪
普
通
徴
収
の
方

　

第
１・
２
期
分
の
納
税
通
知
書

を
、
４
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

４
月
１
日
以
降
に
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
た
場
合
は
、
第
３
期

（
８
月
）に
納
税
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

▪
特
別
徴
収
の
方

　
４
月
・
６
月
・
８
月
期
分
の
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
を
、
４
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。

▪
年
税
額
の
通
知

　
年
税
額
は
７
月
に
算
定
（
本
算

定
）
し
、
８
月
に
通
知
し
ま
す
。

※
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

普
通
徴
収

納期
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期
４月 ６月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ２月

算定
額

前年度の国保
税額のそれぞ
れ1/8の税額

年税額から第１期・第２期の税額を差し引い
た残額の各納期それぞれ1/6の税額

特
別
徴
収

納期 ４月期 ６月期 ８月期 10月期 12月期 ２月期

算定
額

前年度の２月期と同額
年税額から４月・６月・８月
期の税額を差し引いた残額
の各納期それぞれ1/3の税額
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